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(57)【要約】
【課題】赤外反射効果に優れ、かつ、耐候性に優れる赤外遮蔽フィルムを提供する。
【解決手段】基材と、前記基材上に配置された低屈折率層および高屈折率層を含む赤外反
射層と、を有する赤外遮蔽フィルムであって、少なくとも１つの前記低屈折率層および／
または前記高屈折率層が、水溶性高分子、酸性コロイダルシリカ、およびカチオン性凝集
剤を含み、かつ、前記カチオン性凝集剤を前記酸性コロイダルシリカの固形分に対して、
０．１～５質量％の含有量で含む、赤外遮蔽フィルム。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基材と、前記基材上に配置された低屈折率層および高屈折率層を含む赤外反射層と、を
有する赤外遮蔽フィルムであって、
　少なくとも１つの前記低屈折率層および／または前記高屈折率層が、水溶性高分子、酸
性コロイダルシリカ、およびカチオン性凝集剤を含み、かつ、前記カチオン性凝集剤を前
記酸性コロイダルシリカの固形分に対して、０．１～５質量％の含有量で含む、赤外遮蔽
フィルム。
【請求項２】
　前記少なくとも１つの低屈折率層および／または高屈折率層が、負電荷を有する請求項
１に記載の赤外遮蔽フィルム。
【請求項３】
　前記酸性コロイダルシリカの一次粒径が、１～２０ｎｍである、請求項１または２に記
載の赤外遮蔽フィルム。
【請求項４】
　前記カチオン性凝集剤が、アミノシランカップリング剤である、請求項１～３のいずれ
か１項に記載の赤外遮蔽フィルム。
【請求項５】
　前記水溶性高分子が、ポリビニルアルコールである、請求項１～４のいずれか１項に記
載の赤外遮蔽フィルム。
【請求項６】
　基材と、前記基材上に配置された低屈折率層および高屈折率層を含む赤外反射層と、を
有する赤外遮蔽フィルムの製造方法であって、
　水溶性高分子、酸性コロイダルシリカ、およびカチオン性凝集剤を含む塗布液を塗布、
乾燥して、少なくとも１つの前記低屈折率層および／または前記高屈折率層を形成する工
程を含み、
　この際、前記塗布液が、前記酸性コロイダルシリカの固形分に対して０．１～５質量％
の前記カチオン性凝集剤を含む、製造方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、赤外遮蔽フィルムおよびその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、省エネルギー対策への関心が高まり、冷房設備にかかる負荷を減らすなどの観点
から、建物や車両の窓ガラスに装着させて、太陽光の熱線の透過を遮断する赤外遮蔽フィ
ルムの要望が高まってきている。
【０００３】
　赤外遮蔽フィルムの形成方法としては、主には、高屈折率層と低屈折率層とを交互に積
層させた構成からなる積層膜を、蒸着法、スパッタ法などの乾式製膜法を用いて形成する
方法が提案されている。しかし、乾式製膜法は、形成に用いる真空装置等が大型になり、
製造コストが高く、大面積化も困難であり、しかも、基材として耐熱性素材に限定される
等の課題を抱えている。
【０００４】
　そこで、上記のような課題を有している乾式製膜法に代えて、湿式塗布法を用いて赤外
遮蔽フィルムを形成する方法が提案されている。例えば、特許文献１には、金属酸化物な
どの金属化合物微粒子を含む熱硬化型シリコーン樹脂、紫外線硬化型アクリル樹脂等を有
機溶媒中に分散させた高屈折率層塗布液を、バーコーターを用いた湿式塗布方式により基
材上に塗布して透明積層体を形成する方法が開示されている。また、特許文献２には、ル
チル型の酸化チタン、複素環系窒素化合物、バインダー前駆体、および有機溶剤を含む高
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屈折率用のコーティング用組成物を、バーコーターを用いた湿式塗布方式により基材上に
塗布して透明積層体を形成する方法が開示されている。
【０００５】
　ところで、赤外遮蔽フィルムには、その用途に応じて、例えば、窓ガラスの用途におい
て、優れた赤外光の遮蔽効果だけでなく、透明性や耐候性等の性能も要求される。
【０００６】
　特許文献３には、球状ルチル型酸化チタン粒子のスラリーおよび球状コロイダルシリカ
ゾルのスラリー等を用いて、交互に塗布、乾燥する方法、すなわち塗布法によって熱線遮
断材（赤外遮蔽フィルム）を製造する方法が記載されている。特許文献３によれば、得ら
れた熱線遮断材が、十分な熱線遮蔽性能を有すること、および透明性に優れることが記載
されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開平８－１１０４０１号公報
【特許文献２】特開２００４－１２３７６６号公報
【特許文献３】特開２００３－２６６５７７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、特許文献３に記載された熱線遮断材は、バーコーターを用いた湿式塗布
方式により塗布液を塗布することにより製造している。その結果、形成された屈折率層中
の球状ルチル型酸化チタン粒子のスラリーや球状コロイダルシリカゾルが均一に分散しな
い場合があることが判明した。
【０００９】
　また、形成された層中の粒子は、凝集のみで結着している。よって、特許文献３の熱線
遮断材を、例えば、窓ガラスに適用した場合、当該熱線遮断剤は、夏場の熱サイクル（昼
夜の温度差）や、冬場の結露および乾燥の繰り返し等の過酷な条件においては、ひび割れ
が生じやすく、耐候性が十分ではないことが判明した。
【００１０】
　そこで、本発明は、赤外反射効果に優れ、かつ、耐候性に優れる赤外遮蔽フィルムを提
供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明者は鋭意研究を行った結果、赤外反射層を構成する屈折率層に、酸性コロイダル
シリカとともに所定の量でカチオン性凝集剤を含有させることにより、上記課題が解決さ
れうることを見出し、本発明を完成させるに至った。
【００１２】
　すなわち、本発明の上記課題は以下の手段により達成される。
【００１３】
　（１）基材と、前記基材上に配置された低屈折率層および高屈折率層を含む赤外反射層
と、を有する赤外遮蔽フィルムであって、少なくとも１つの前記低屈折率層および／また
は前記高屈折率層が、水溶性高分子、酸性コロイダルシリカ、およびカチオン性凝集剤を
含み、かつ、前記カチオン性凝集剤を前記酸性コロイダルシリカの固形分に対して、０．
１～５質量％の含有量で含む、赤外遮蔽フィルム；
　（２）前記少なくとも１つの低屈折率層および／または高屈折率層が、負電荷を有する
（１）に記載の赤外遮蔽フィルム；
　（３）前記酸性コロイダルシリカの一次粒径が、１～２０ｎｍである、（１）または（
２）に記載の赤外遮蔽フィルム；
　（４）前記カチオン性凝集剤が、アミノシランカップリング剤である、（１）～（３）
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のいずれかに記載の赤外遮蔽フィルム；
　（５）前記水溶性高分子が、ポリビニルアルコールである、（１）～（４）のいずれか
に記載の赤外遮蔽フィルム；
　（６）基材と、前記基材上に配置された低屈折率層および高屈折率層を含む赤外反射層
と、を有する赤外遮蔽フィルムの製造方法であって、水溶性高分子、酸性コロイダルシリ
カ、およびカチオン性凝集剤を含む塗布液を塗布、乾燥して、少なくとも１つの前記低屈
折率層および／または前記高屈折率層を形成する工程を含み、この際、前記塗布液が、前
記酸性コロイダルシリカの固形分に対して０．１～５質量％の前記カチオン性凝集剤を含
む、製造方法。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、赤外反射効果に優れ、かつ、耐候性に優れる赤外遮蔽フィルムを提供
できる。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、本発明を実施するための形態について詳細に説明する。
【００１６】
　本発明の一形態によれば、基材と、前記基材上に配置された低屈折率層および高屈折率
層を含む赤外反射層と、を有する赤外遮蔽フィルムが提供される。この際、少なくとも１
つの前記低屈折率層および／または前記高屈折率層は、水溶性高分子、酸性コロイダルシ
リカ、およびカチオン性凝集剤を含み、かつ、前記カチオン性凝集剤を前記酸性コロイダ
ルシリカの固形分に対して、０．１～５質量％の含有量で含む。
【００１７】
　＜赤外遮蔽フィルム＞
　赤外遮蔽フィルムは、基材と、前記基材上に配置された低屈折率層および高屈折率層を
含む赤外反射層と、を有する。
【００１８】
　一般に、赤外遮蔽フィルムにおいては、隣接する屈折率層間の屈折率の差を大きく設計
することが、少ない層数で赤外反射率を高くすることができるという観点から好ましい。
本形態では、隣接する隣接する屈折率層間の屈折率差の少なくとも１つが０．１以上であ
ることが好ましく、０．３以上であることがより好ましく、０．３５以上であることがよ
り好ましく、０．４以上であることが特に好ましい。赤外反射層を構成する屈折率層間の
屈折率差が上記好適な範囲内にあることが好ましい。ただし、この場合でも、最表層や最
下層に関しては、上記好適な範囲外の構成であってもよい。
【００１９】
　特定波長領域の反射率は、隣接する２層の屈折率差と積層数で決まり、屈折率の差が大
きいほど、少ない層数で同じ反射率を得られる。この屈折率差と必要な層数については、
市販の光学設計ソフトを用いて計算することができる。例えば、赤外反射率９０％以上を
得るためには、屈折率差が０．１より小さいと、２００層以上の積層が必要になる。この
ような場合、生産性の低下、積層界面における散乱の増大、透明性の低下、および製造時
の故障が生じうる。
【００２０】
　本形態の赤外遮蔽フィルムの光学特性として、ＪＩＳ　Ｒ３１０６－１９９８で示され
る可視光領域の透過率が５０％以上、７５％以上であることが好ましく、８５％以上であ
ることがより好ましく、また、波長９００ｎｍ～１４００ｎｍの領域に反射率５０％を超
える領域を有することが好ましい。
【００２１】
　本形態の赤外遮蔽フィルムの厚さは、１２μｍ～３１５μｍであることが好ましく、１
５μｍ～２００μｍであることがより好ましく、２０μｍ～１００μｍであることがさら
に好ましい。
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【００２２】
　また、本形態の赤外遮蔽フィルムの光学特性として、ＪＩＳ　Ｒ３１０６－１９９８で
示される可視光領域の透過率が５０％以上、好ましくは７５％以上、より好ましくは８５
％以上であることが好ましく、また、波長９００ｎｍ～１４００ｎｍの領域に反射率５０
％を超える領域を有することが好ましい。
【００２３】
　［基材］
　赤外遮蔽フィルムの基材としては、特に制限されず、公知の樹脂フィルムを用いること
ができる。例えば、ポリエチレン、ポリプロピレン等のポリオレフィンフィルム；ポリエ
チレンテレフタレート、ポリエチレンナフタレート、ジカルボン酸成分とジオール成分を
主要な構成成分とするポリエステル等のポリエステルフィルム（以下、単に「ポリエステ
ル」とも称する）；ポリ塩化ビニル；３酢酸セルロース等が挙げられる。これらのうちポ
リエステルであることが好ましく、ジカルボン酸成分とジオール成分を主要な構成成分と
するポリエステルであることがより好ましい。
【００２４】
　前記ジカルボン酸成分としては、テレフタル酸、イソフタル酸、フタル酸、２，６－ナ
フタレンジカルボン酸、２，７－ナフタレンジカルボン酸、ジフェニルスルホンジカルボ
ン酸、ジフェニルエーテルジカルボン酸、ジフェニルエタンジカルボン酸、シクロヘキサ
ンジカルボン酸、ジフェニルジカルボン酸、ジフェニルチオエーテルジカルボン酸、ジフ
ェニルケトンジカルボン酸、フェニルインダンジカルボン酸等が挙げられる。
【００２５】
　また、前記ジオール成分としては、エチレングリコール、プロピレングリコール、テト
ラメチレングリコール、シクロヘキサンジメタノール、２，２－ビス（４－ヒドロキシフ
ェニル）プロパン、２，２－ビス（４－ヒドロキシエトキシフェニル）プロパン、ビス（
４－ヒドロキシフェニル）スルホン、ビスフェノールフルオレンジヒドロキシエチルエー
テル、ジエチレングリコール、ネオペンチルグリコール、ハイドロキノン、シクロヘキサ
ンジオール等が挙げられる。
【００２６】
　上述のジカルボン酸成分とジオール成分を主要な構成成分とするポリエステルのうち、
透明性、機械的強度、および寸法安定性等の観点から、ジカルボン酸成分として、テレフ
タル酸、２，６－ナフタレンジカルボン酸を、ジオール成分として、エチレングリコール
、１，４－シクロヘキサンジメタノールを主要な構成成分とするポリエステルを用いるこ
とが好ましい。なかでも、ポリエチレンテレフタレートやポリエチレンナフタレートを主
要な構成成分とするポリエステル、テレフタル酸、２，６－ナフタレンジカルボン酸、エ
チレングリコールからなる共重合ポリエステル、並びにこれらのポリエステルの２種以上
の混合物を主要な構成成分とするポリエステルを用いることがより好ましい。
【００２７】
　本発明に用いられる基材の膜厚は、１０～３００μｍであることが好ましく、２０～１
５０μｍであることがより好ましい。基材は、２枚重ねたものであってもよく、この際、
基材の種類は同じであっても、異なっていてもよい。
【００２８】
　基材の可視光透過率は、８５％以上であることが好ましく、９０％以上であることがよ
り好ましい。基材の可視光透過率が８５％以上であると、赤外遮蔽フィルムの可視光透過
率を５０％以上にするという観点から好ましい。なお、本明細書において、「可視光透過
率」とは、ＪＩＳ　Ｒ３１０６－１９９８で示される可視光領域の透過率を意味する。
【００２９】
　また、上記基材は、未延伸フィルムであっても、延伸フィルムであってもよいが、強度
の向上、熱膨張の抑制の観点から延伸フィルムであることが好ましい。
【００３０】
　基材は、片面または両面に、さらなる機能の付加を目的として、導電性層、帯電防止層



(6) JP 2014-89347 A 2014.5.15

10

20

30

40

50

、ガスバリア層、易接着層（接着層）、防汚層、消臭層、流滴層、易滑層、ハードコート
層、耐摩耗性層、反射防止層、電磁波シールド層、紫外線吸収層、赤外線吸収層、印刷層
、蛍光発光層、ホログラム層、剥離層、粘着層、接着層、本発明の低屈折率層および高屈
折率層以外の赤外線カット層（金属層、液晶層）、着色層（可視光線吸収層）、合わせガ
ラスに利用される中間膜層などの機能層の１つ以上を有していてもよい。
【００３１】
　基材が、上述の機能層を有する場合には、基材および機能層の総膜厚は、１０～３００
μｍであることが好ましく、２０～１５０μｍであることがより好ましい。
【００３２】
　［赤外反射層］
　赤外反射層は、低屈折率層および高屈折率層を含む。当該赤外反射層は、通常、基材上
に配置される。この際、赤外反射層は、基材の片面のみに形成されても、両面に形成され
てもよい。
【００３３】
　一実施形態において、前記赤外反射層は、低屈折率層および高屈折率層が交互に積層さ
れた構成を有する。このような構成とすることにより、基板の側から、または反射層の側
から赤外光を照射した場合、好適に少なくとも赤外光の一部を反射して赤外遮蔽効果を発
揮することができる。ただし、前記赤外反射層は、赤外遮蔽効果を発揮する限り、その他
の構成を有していてもよい。
【００３４】
　なお、本明細書において「高屈折率層」および「低屈折率層」とは、隣接層が有する屈
折率との関係で定まる相対的なものであり、ある屈折率層は、隣接する屈折率層との関係
によって高屈折率層にも低屈折率層にもなりうる。具体的には、隣接する屈折率層に対し
て屈折率の高い屈折率層は高屈折率層（隣接する屈折率層は低屈折率層）である。一方、
隣接する屈折率層に対して屈折率の低い屈折率層は低屈折率層（隣接する屈折率層は高屈
折率層）である。
【００３５】
　赤外反射層が低屈折率層および高屈折率層との界面が混合された混合層を含む場合、当
該混合層については、混合層中の成分によって低屈折率層であるか高屈折率層であるかを
判断する。例えば、後述するように、低屈折率層および高屈折率層がそれぞれ異なる金属
酸化物粒子を含む場合（以下、低屈折率層に含まれる金属酸化物粒子を「第１の金属酸化
物粒子」と、高屈折率層に含まれる金属酸化物粒子を「第２の金属酸化物粒子」と称する
）、混合層中の第１の金属酸化物粒子と第２の金属酸化物粒子との存在比により、混合層
が低屈折率層であるか高屈折率層であるかを判断する。具体的には、混合層が、第１の金
属酸化物粒子および第２の金属酸化物粒子の合計質量に対して、第１の金属酸化物粒子が
５０質量％以上１００質量％以下で含まれる場合、当該混合層は低屈折率層である。他方
、混合層が、第１の金属酸化物粒子および第２の金属酸化物粒子との合計質量に対して、
第２の金属酸化物粒子が５０質量％超１００質量％以下で含まれる場合、当該混合層は高
屈折率層である。この際、混合層に含まれる金属酸化物粒子の種類および量は、エネルギ
ー分散型Ｘ線分光法（ＥＤＸ）により分析できる。なお、第１の金属酸化物粒子および／
または第２の金属酸化物粒子が屈折率層中に２種以上存在する場合には、その和が金属酸
化物粒子の量である。また、例えば、高屈折率層中に金属酸化物粒子を含まない場合には
、その他の成分（例えば、水溶性高分子）を判断基準に用いてもよい。
【００３６】
　赤外反射層を構成する屈折率層の総層数の範囲としては、好ましくは１００層以下、す
なわち５０ユニット以下であり、より好ましくは４０層（２０ユニット）以下であり、さ
らに好ましくは２０層（１０ユニット）以下である。
【００３７】
　また、赤外反射層は、上記のように屈折率層が積層された形態をとることが好ましいが
、この際、積層膜の基材に接する屈折率層（最下層）および最表層は、ともに高屈折率層
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であってもよいし、ともに低屈折率層であってもよい。また、前記最下層および最下層が
、それぞれ異なる屈折率層（低屈折率層および高屈折率層）であってもよい。これらの構
成のうち、最下層および最表層がともに低屈折率層の構成であることが好ましい。
【００３８】
　さらに、少なくとも１つの低屈折率層および／または高屈折率層が負電荷を有すること
が好ましい。
【００３９】
　上述のように、低屈折率層であるか高屈折率層であるかは、隣接する屈折率層との関係
で定まる相対的なものであり、ある屈折率層は低屈折率層にも高屈折率層にもなりうるが
、以下、代表的な低屈折率層および高屈折率層の構成について説明する。
【００４０】
　（低屈折率層）
　本形態において、低屈折率層は、水溶性高分子、第１の金属酸化物粒子、およびカチオ
ン性凝集剤を含む。この際、前記第１の金属酸化物粒子としては、少なくとも酸性コロイ
ダルシリカを用いる。また、後述するように、前記カチオン性凝集剤を前記酸性コロイダ
ルシリカの固形分に対して、０．１～５質量％の含有量で含む点に特徴を有する。
【００４１】
　前記低屈折率層は、負電荷を有することが好ましい。本形態に係る低屈折率層において
、前記負電荷は、通常、酸性コロイダルシリカの表面電位に起因するものである。すなわ
ち、低屈折率層が負電荷である場合、通常、低屈折率層に含有される酸性コロイダルシリ
カの表面電位は負電荷を帯びている。なお、本明細書において、屈折率層が「負電荷」を
有するか否かは、以下の方法により判断するものとする。具体的には、屈折率層を１ｇ採
取し、さらに粉砕してから２００ｍＬの純水に投入し、超音波分散機で分散させる。この
溶液を濾過することにより粗大粒子を除去し、得られた溶液に分散している粒子のゼータ
（ζ）電位を、ゼータサイザーＺＳ（マルバーン社）により測定する。ゼータ電位がマイ
ナスであれば、前記屈折率層が負電荷を有すると判断され、ゼータ電位がプラスであれば
、前記屈折率層が正電荷を有すると判断される。
【００４２】
　低屈折率層の屈折率は、１．１０～１．６０であることが好ましく、１．３０～１．５
０であることがより好ましい。
【００４３】
　また、低屈折率層の１層あたりの膜厚は、２０～８００ｎｍであることが好ましく、５
０～３５０ｎｍであることがより好ましい。
【００４４】
　水溶性高分子
　本発明に係る水溶性高分子とは、水または温水媒体に対し１質量％以上、好ましくは３
質量％以上溶解する高分子化合物を意味する。
【００４５】
　本発明に用いられうる水溶性高分子としては、特に制限されないが、ゼラチン、ポリビ
ニルアルコール、ポリビニルピロリドン、増粘多糖類等が挙げられる。これらのうち、ポ
リビニルアルコールを用いることが特に好ましい。これら水溶性高分子は、単独で用いて
も、２種以上を組み合わせて用いてもよい。
【００４６】
　前記ポリビニルアルコールとしては、ポリ酢酸ビニルを加水分解して得られる通常のポ
リビニルアルコールの他に、アニオン性基を有するアニオン変性ポリビニルアルコール、
ノニオン性基を有するノニオン変性ポリビニルアルコール、反応性基を有する反応性基変
性ポリビニルアルコール等の変性ポリビニルアルコールが挙げられる。
【００４７】
　前記酢酸ビニルを加水分解して得られるポリビニルアルコールは、平均重合度が１００
０以上であることが好ましく、平均重合度が２０００～６０００であることがより好まし
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く、４０００～５０００であることがさらに好ましい。
【００４８】
　また、鹸化度は、７０～１００％であることが好ましく、水への溶解性の観点から、８
０～９９．５％であることがより好ましい。
【００４９】
　前記アニオン変性ポリビニルアルコールとしては、特開平１－２０６０８８号公報に記
載されているようなアニオン性基を有するポリビニルアルコール、特開昭６１－２３７６
８１号公報および特開昭６３－３０７９７９号公報に記載されているようなビニルアルコ
ールと水溶性基を有するビニル化合物との共重合体、並びに特開平７－２８５２６５号公
報に記載されているような水溶性基を有する変性ポリビニルアルコール等が挙げられる。
【００５０】
　前記ノニオン変性ポリビニルアルコールとしては、特開平７－９７５８号公報に記載さ
れているようなポリアルキレンオキサイド基をビニルアルコールの一部に付加したポリビ
ニルアルコール誘導体、特開平８－２５７９５号公報に記載されている疎水性基を有する
ビニル化合物とビニルアルコールとのブロック共重合体等が挙げられる。
【００５１】
　前記反応性基変性ポリビニルアルコールとしては、シラノール基を有するシラノール変
性ポリビニルアルコール、アセトアセチル基を有するアセトアセチル基変性ポリビニルア
ルコール、カルボニル基を有するカルボニル基変性ポリビニルアルコール、カルボキシ基
を有するカルボキシ基変性ポリビニルアルコール等が挙げられる。
【００５２】
　上述のポリビニルアルコールおよび変性ポリビニルアルコールは、単独で用いても、２
種以上を組み合わせて用いてもよい。
【００５３】
　第１の金属酸化物粒子
　第１の金属酸化物粒子としては、少なくとも酸性コロイダルシリカを用いる。その他、
必要に応じて公知の金属酸化物粒子を用いてもよい。
【００５４】
　酸性コロイダルシリカ
　酸性コロイダルシリカは、ケイ酸ナトリウムの酸等による複分解やイオン交換樹脂層を
通過させて得られるシリカゾルを加熱熟成して得られるものである。当該酸性コロイダル
シリカとしては、例えば、特開昭５７－１４０９１号公報、特開昭６０－２１９０８３号
公報、特開昭６０－２１９０８４号公報、特開昭６１－２０７９２号公報、特開昭６１－
１８８１８３号公報、特開昭６３－１７８０７号公報、特開平４－９３２８４号公報、特
開平５－２７８３２４号公報、特開平６－９２０１１号公報、特開平６－１８３１３４号
公報、特開平６－２９７８３０号公報、特開平７－８１２１４号公報、特開平７－１０１
１４２号公報、特開平７－１７９０２９号公報、特開平７－１３７４３１号公報、および
国際公開第９４／２６５３０号パンフレットなどに記載されているものが挙げられる。
【００５５】
　上記酸性コロイダルシリカは自ら調製しても、市販品を用いてもよい。市販品としては
、日産化学工業株式会社から販売されているスノーテックスシリーズ（スノーテックスＯ
Ｓ、ＯＸＳ、Ｏ等）が挙げられる。
【００５６】
　酸性コロイダルシリカの表面電荷は、低屈折率層を負電荷とする観点から、負電荷であ
ることが好ましい。
【００５７】
　酸性コロイダルシリカの一次粒径は、１～２０ｎｍであることが好ましく、１～１０ｎ
ｍであることがより好ましい。酸性コロイダルシリカの一次粒径が、１ｎｍ以上であると
、取り扱いが容易となることから好ましい。一方、酸性コロイダルシリカの一次粒径が２
０ｎｍ以下であると、比表面積が大きくなるため、酸性コロイダルシリカの表面電荷が負
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電荷となりうることから好ましい。なお、本明細書において、「一次粒径」とは、粒子の
個数平均の一次粒径であり、１０００個の任意の粒子の粒径を電子顕微鏡で測定し、その
単純平均値（個数平均）として求めるものとする。この際、個々の粒子の粒径は、その投
影面積に等しい円を仮定したときの直径で表したものである。
【００５８】
　酸性コロイダルシリカの二次粒径は、３～１００ｎｍであることが好ましく、３～３０
ｎｍであることがより好ましい。
【００５９】
　酸性コロイダルシリカのｐＨは０．９～６．９であることが好ましく、１．５～６であ
ることがより好ましい。
【００６０】
　低屈折率層における酸性コロイダルシリカの含有量は、低屈折率層の全固形分に対して
、２０～７５質量％であることが好ましく、３０～７０質量％であることがより好ましく
、３５～６９質量％であることがさらに好ましく、４０～６８質量％であることが特に好
ましい。酸性コロイダルシリカの含有量が２０質量％以上であると、所望の屈折率が得ら
れることから好ましい。一方、酸性コロイダルシリカの含有量が７５質量％以下であると
塗布性が良好となることから好ましい。
【００６１】
　その他の第１の金属酸化物粒子
　本形態において、低屈折率層に含有されうる酸性コロイダルシリカ以外の第１の金属酸
化物粒子としては、特に制限されないが、酸化亜鉛、合成非晶質シリカ等の二酸化ケイ素
、アルミナ、コロイダルアルミナを挙げることができる。なお、前記第１の金属酸化物は
単独で用いても、２種以上を混合して用いてもよい。
【００６２】
　低屈折率層におけるその他の第１の金属酸化物粒子の含有量は、低屈折率層の全固形分
に対して、１～２０質量％であることが好ましく、１０～２０質量％であることがより好
ましい。
【００６３】
　カチオン性凝集剤
　カチオン性凝集剤とは、酸性コロイダルシリカの表面電荷（ゼータ電位）と逆の電荷を
有し、かつ、一定以上の分子量を有することにより、酸性コロイダルシリカの粒子を凝集
させる機能を有するものを意味する。このうち、前記カチオン性凝集剤は、アミノ基を有
することが好ましい。なお、本明細書において、カチオン性凝集剤の「カチオン性」とは
、酸性溶液中でカチオンに帯電するものをいう。
【００６４】
　前記カチオン性凝集剤の具体例としては、特に制限されないが、ポリ塩化アルミニウム
、塩化アルミ、硫酸バンド、塩化第二鉄、ポリ硫酸第二鉄等のカチオン性を有する金属塩
；ポリアミン、ポリＤＡＤＭＡＣ等のカチオン系高分子；Ｎ－２－（アミノエチル）－３
－アミノプロピルメチルジメトキシシラン、Ｎ－２－（アミノエチル）－３－アミノプロ
ピルトリメトキシシラン、Ｎ－２－（アミノエチル）－３－アミノプロピルトリエトキシ
シラン、３－アミノプロピルトリメトキシシラン、３－アミノプロピルトリエトキシシラ
ン、３－トリエトキシシリル－Ｎ－（１，３－ジメチルーブチリデン）プロピルアミン、
Ｎ－フェニル－３－アミノプロピルトリエトキシシラン、Ｎ－（ビニルベンジル）－２－
アミノエチル－３―アミノプロピルトリメトキシシラン塩酸塩等のアミノシランカップリ
ング剤が挙げられる。酸性コロイダルシリカの凝集速度が穏やかであり、ハンドリングが
良く、また、低温増粘性が向上する観点から、アミノシランカップリング剤を用いること
が好ましい。
【００６５】
　上述のように、本形態では、屈折率層におけるカチオン性凝集剤の含有量が、酸性コロ
イダルシリカの固形分に対して、０．１～５質量％、好ましくは０．５～４．８質量％、
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さらに好ましくは１．０～４．６質量％であることに特徴を有する。前記カチオン性凝集
剤の含有量が０．１質量％未満であると、ヘイズが大きくなる。一方、前記カチオン性凝
集剤の含有量が５質量％超であると粒子凝集が大きく、ヘイズが大きくなり、良好な耐候
性が得られない。
【００６６】
　特に、塗布法により屈折率層を形成する場合には、後述するように、カチオン性凝集剤
の添加によって、酸性コロイダルシリカを凝集させることができる。そして、この凝集は
、上記好ましい二次粒径の値からも理解されうるように、酸性コロイダルシリカ粒子が２
～１００個程度と推定され、凝集する粒子の数は比較的少ないものである。よって、凝集
した酸性コロイダルシリカは、塗布液に好適に分散しつつ、水溶性高分子との結合力が向
上する。その結果、塗布によって形成された塗膜では、酸性コロイダルシリカが好適に分
散した形態を維持することができ、界面の混合やヘイズの増大を防止することができる。
【００６７】
　また、カチオン性凝集剤の上記含有量は、好適な赤外遮蔽効果および透明性の発現に必
要十分な量である。したがって、上記範囲にすることで、少なくとも過剰のカチオン凝集
剤の添加を回避することができ、屈折率層中に添加される添加剤の含有量を低減すること
ができる。また、酸性コロイダルシリカはカチオン性凝集剤を介して凝集していることか
ら、例えば、特許文献３と対比すると、凝集した酸性コロイダルシリカ間の結合力は高い
。したがって、当該屈折率層を含む赤外遮蔽フィルムは、耐候性に優れる。
【００６８】
　添加剤
　低屈折率層には、適宜公知の添加剤を添加してもよい。当該添加剤としては、硬化剤等
が挙げられる。
【００６９】
　硬化剤
　硬化剤は、屈折率層に含まれる水溶性高分子の製造工程において硬化する機能を有する
。硬化によって、屈折率層に耐水性が付与されうる。
【００７０】
　本発明に適用可能な硬化剤としては、水溶性高分子と硬化反応を起こすものであれば特
に制限されないが、水溶性高分子がポリビニルアルコールである場合には、ホウ酸および
その塩（ホウ素原子を中心原子とする酸素酸およびその塩）、具体的には、オルトホウ酸
、二ホウ酸、メタホウ酸、四ホウ酸、五ホウ酸および八ホウ酸またはそれらの塩を用いる
ことが好ましい。ホウ酸およびその塩は、単独の水溶液で使用しても、２種以上を混合し
て使用しても良く、ホウ酸の水溶液またはホウ酸およびホウ砂の混合水溶液を用いること
が特に好ましい。他にも公知の化合物を使用することができ、一般的に水溶性高分子と反
応し得る基を有する化合物、または水溶性高分子が有する異なる基同士の反応を促進する
ような化合物であり、水溶性高分子の種類に応じて適宜選択して用いられる。硬化剤の具
体例としては、例えば、ジグリシジルエチルエーテル、エチレングリコールジグリシジル
エーテル、１，４－ブタンジオールジグリシジルエーテル、１，６－ジグリシジルシクロ
ヘキサン、Ｎ，Ｎ－ジグリシジル－４－グリシジルオキシアニリン、ソルビトールポリグ
リシジルエーテル、グリセロールポリグリシジルエーテル等）、アルデヒド系硬化剤（ホ
ルムアルデヒド、グリオキザール等のエポキシ系硬化剤；２，４－ジクロロ－４－ヒドロ
キシ－１，３，５，－ｓ－トリアジン等の活性ハロゲン系硬化剤；１，３，５－トリスア
クリロイル－ヘキサヒドロ－ｓ－トリアジン、ビスビニルスルホニルメチルエーテル等の
活性ビニル系化合物；アルミニウム明礬；ジルコニウムテトラアセチルアセテート、ジル
コニウムトリブトキシモノアセチルアセテート、ジルコニウムジブトキシビス（エチルア
セトアセテート）、ジルコニウムテトラアセチルアセテート等のジルコニウム系硬化剤；
チタンイソポロポキシビス（トリエタノールアミネート）、チタンラクテートアンモニウ
ム塩、チタンラクテート等のチタン系硬化剤が挙げられる。
【００７１】
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　硬化剤の使用量は、ポリビニルアルコール１ｇ当たり１～６００ｍｇであることが好ま
しい。
【００７２】
　その他の添加剤
　本発明に係る低屈折率層および高屈折率層に適用可能なその他の添加剤を、以下に列挙
する。例えば、特開昭５７－７４１９３号公報、特開昭５７－８７９８８号公報、および
特開昭６２－２６１４７６号公報に記載の紫外線吸収剤、特開昭５７－７４１９２号、特
開昭５７－８７９８９号公報、特開昭６０－７２７８５号公報、特開昭６１－１４６５９
１号公報、特開平１－９５０９１号公報、および特開平３－１３３７６号公報等に記載さ
れている退色防止剤、アニオン、カチオンまたはノニオンの各種界面活性剤、特開昭５９
－４２９９３号公報、特開昭５９－５２６８９号公報、特開昭６２－２８００６９号公報
、特開昭６１－２４２８７１号公報、および特開平４－２１９２６６号公報等に記載され
ている蛍光増白剤、硫酸、リン酸、酢酸、クエン酸、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム
、炭酸カリウム等のｐＨ調整剤、消泡剤、ジエチレングリコール等の潤滑剤、防腐剤、防
黴剤、帯電防止剤、マット剤、熱安定剤、酸化防止剤、難燃剤、結晶核剤、無機粒子、有
機粒子、減粘剤、滑剤、赤外線吸収剤、色素、顔料等の公知の各種添加剤などが挙げられ
る。
【００７３】
　（高屈折率層）
　本形態において、高屈折率層は、水溶性高分子、および第２の金属酸化物粒子を含む。
その他、必要に応じて、硬化材等の添加剤を含んでいてもよい。
【００７４】
　高屈折率層の屈折率は、１．８０～２．５０であることが好ましく、１．９０～２．２
０であることがより好ましい。
【００７５】
　また、高屈折率層の１層あたりの膜厚は、２０～８００ｎｍであることが好ましく、５
０～３５０ｎｍであることがより好ましい。
【００７６】
　水溶性高分子
　低屈折率層で説明したものと同様のものが用いられることから、ここでは説明を省略す
る。なお、高屈折率層に用いられる水溶性高分子は、低屈折率層に用いられうる水溶性高
分子と同じものであることが好ましい。
【００７７】
　第２の金属酸化物粒子
　第２の金属酸化物粒子としては、特に制限されないが、酸化チタン、酸化ジルコニウム
、酸化亜鉛、アルミナ、コロイダルアルミナ、酸化ニオブ、酸化ユーロピウム、酸化ジル
コニウム等を挙げることができる。これらのうち、透明でより屈折率の高い高屈折率層を
形成する観点から、酸化チタン、酸化ジルコニウムを用いることが好ましく、酸化チタン
を用いることがより好ましく、ルチル型（正方晶形）酸化チタンを用いることがさらに好
ましい。上述の第２の金属酸化物は、単独で用いても、２種以上を混合して用いてもよい
。
【００７８】
　前記酸化チタンは、酸化チタンゾルの表面を変性して水または有機溶剤等に分散可能な
状態にしたものを用いることが好ましい。水系の酸化チタンゾルの調製方法としては、例
えば、特開昭６３－１７２２１号公報、特開平７－８１９号公報、特開平９－１６５２１
８号公報、特開平１１－４３３２７号公報、特開昭６３－１７２２１号公報等に記載され
た事項を参照にすることができる。
【００７９】
　第２の金属酸化物粒子として酸化チタン粒子を用いる場合、酸化チタン粒子のその他の
製造方法については、例えば、「酸化チタン－物性と応用技術」清野学　ｐ２５５～２５
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８（２０００年）技報堂出版株式会社、または国際公開第２００７／０３９９５３号の段
落「００１１」～「００２３」に記載の工程（２）の方法を参考にすることができる。上
記工程（２）による製造方法とは、酸化チタン水和物をアルカリ金属の水酸物またはアル
カリ土類金属の水酸化物からなる群から選択される少なくとも１種の塩基性化合物で処理
する工程（１）の後に、得られた酸化チタン分散物を、カルボン酸基含有化合物および無
機酸で処理する工程（２）からなる。
【００８０】
　また、前記酸化チタン粒子は、含ケイ素の水和酸化物で被覆されたコアシェル粒子の形
態であってもよい。当該コアシェル粒子は、酸化チタン粒子の表面を、コアとなる酸化チ
タンに含ケイ素の水和酸化物からなるシェルが被覆してなる構造を有する。この際のコア
の部分となる酸化チタン粒子の体積平均粒径は、１～４０ｎｍであることが好ましく、４
～３０ｎｍであることがより好ましい。かようなコアシェル粒子を含有させることで、シ
ェル層の含ケイ素の水和酸化物と水溶性高分子との相互作用により、高屈折率層と低屈折
率層との層間混合が抑制されうる。
【００８１】
　酸化チタンの含ケイ素の水和化合物の被覆量は、酸化チタン１００質量％に対して、３
～３０質量％であることが好ましく、３～１０質量％であることがより好ましく、３～８
質量％であることがさらに好ましい。被覆量が３％以上であると、コアシェル粒子を安定
に形成できることから好ましい。一方、被覆量が３０質量％以下であると、高屈折率層が
所望の屈折率化の値となることから好ましい。
【００８２】
　前記含ケイ素の水和酸化物としては、無機ケイ素化合物の水和物、有機ケイ素化合物の
加水分解物および／または縮合物のいずれであってもよいが、シラノール基を有すること
が好ましい。よって、前記コアシェル粒子としては、酸化チタン粒子がシリカ変性された
シリカ変性（シラノール変性）酸化チタン粒子であることが好ましい。
【００８３】
　前記第２の金属酸化物粒子として、公知の方法で製造されたコアシェル粒子を用いても
よい。前記コアシェル粒子としては、例えば、以下の（ｉ）～（ｉｖ）で製造されたコア
シェル粒子が挙げられる。すなわち、（ｉ）酸化チタン粒子を含有する水溶液を加熱加水
分解し、または酸化チタン粒子を含有する水溶液にアルカリを添加し中和して、平均粒径
が１～３０ｎｍの酸化チタンを得る。次いで、酸化チタン粒子／鉱酸が１／０．５～１／
２（モル比）の範囲となるように、前記酸化チタン粒子と鉱酸とを混合したスラリーを、
５０℃以上該スラリーの沸点以下の温度で加熱処理する。得られた酸化チタン粒子を含む
スラリーに、ケイ素の化合物（例えば、ケイ酸ナトリウム水溶液）を添加し、酸化チタン
粒子の表面にケイ素の含水酸化物を析出させて表面処理する。最後に、得られた表面処理
された酸化チタン粒子のスラリーから不純物を除去する方法（特開平１０－１５８０１５
号公報）；（ｉｉ）含水酸化チタンなどの酸化チタンを一塩基酸またはその塩で解膠処理
して得られる酸性域のｐＨで安定した酸化チタンゾルと、分散安定化剤としてのアルキル
シリケートと、を常法により混合し、中性化する方法（特開２０００－０５３４２１号公
報）；（ｉｉｉ）過酸化水素および金属スズを、２～３のＨ２Ｏ２／Ｓｎモル比に保持し
つつ、同時にまたは交互にチタン塩（例えば、四塩化チタン）等の混合物水溶液に添加し
て、チタンを含む塩基性塩水溶液を調製する。次いで、前記塩基性塩水溶液を０．１～１
００時間かけて５０～１００℃の温度で保持して酸化チタンを含む複合体コロイドの凝集
体を生成する。さらに、該凝集体スラリー中の電解質を除去し、酸化チタンを含む複合体
コロイド粒子の安定な水性ゾルを調製する。一方、ケイ酸塩（例えば、ケイ酸ナトリウム
水溶液）等を含有する水溶液を調製し、水溶液中に存在する陽イオンを除去することで、
二酸化ケイ素を含む複合体コロイド粒子の安定な水性ゾルを調製する。得られた酸化チタ
ンを含む複合体水性ゾル１００質量部（ＴｉＯ２換算）と、得られた二酸化ケイ素を含む
複合体水性ゾルを２～１００質量部（ＳｉＯ２換算）とを混合し、陰イオンを除去して、
８０℃で１時間加熱熟成する方法（特開２０００－０６３１１９号公報）；（ｉｖ）含水
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チタン酸のゲルまたはゾルに、過酸化水素を加えて含水チタン酸を溶解する。得られたペ
ルオキソチタン酸水溶液に、ケイ素化合物等を添加してから加熱し、ルチル型構造をとる
複合固溶体酸化物からなるコア粒子の分散液を得る。次いで、該コア粒子の分散液にケイ
素化合物等を添加した後、加熱して、コア粒子表面に被覆層を形成することで、複合酸化
物粒子が分散されたゾルを得る。最後に、前記ゾルを加熱する方法（特開２０００－２０
４３０１号公報）；（ｖ）含水酸化チタンを解膠して得られた酸化チタンのヒドロゾルに
、安定剤としてのオルガノアルコキシシラン（Ｒ１

ｎＳｉＸ４－ｎ）または過酸化水素、
および脂肪族もしくは芳香族ヒドロキシカルボン酸から選択される化合物を添加し、溶液
のｐＨを３以上９未満に調節して熟成させた後、脱塩処理を行う方法（特許第４５５０７
５３号）で製造されたコアシェル粒子が挙げられる。
【００８４】
　第２の金属酸化物粒子は、その平均粒径（個数平均）が３～１００ｎｍであることが好
ましく、３～５０ｎｍであることがより好ましい。
【００８５】
　また、第２の金属酸化物粒子は、体積平均粒径が５０ｎｍ以下であることが好ましく、
１～４５ｎｍであることがより好ましく、５～４０ｎｍであることがさらに好ましい。体
積平均粒径が５０ｎｍ以下であると、ヘイズが少なく可視光透過性に優れることから好ま
しい。なお、本明細書において、「体積平均粒径」とは、媒体中に分散された一次粒子ま
たは二次粒子の体積平均粒径を意味する。体積平均粒径は、以下の方法によって測定した
値を採用するものとする。具体的には、屈折率層の断面や表面に現れた任意の１０００個
の粒子を電子顕微鏡で観察して粒径を測定し、それぞれｄ１、ｄ２……ｄｉ……ｄｋの粒
径を持つ粒子がそれぞれｎ１、ｎ２……ｎｉ……ｎｋ個存在する金属酸化物粒子の集団に
おいて、粒子１個当りの体積をｖｉとした場合に、下記式により体積平均粒径を算出する
。
【００８６】
【数１】

【００８７】
　第２の金属酸化物粒子の含有量としては、高屈折率層の全固形分１００質量％に対して
、１５～８５質量％であることが好ましく、２０～８０質量％であることがより好ましく
、３０～７５質量％であることがさらに好ましい。上記範囲とすることで、赤外遮蔽性を
良好なものとすることができる。
【００８８】
　第１の金属酸化物粒子および第２の金属酸化物粒子は、単分散であることが好ましい。
なお、本明細書において、「単分散」とは、下記式で求められる単分散度が４０％以下、
より好ましくは３０％以下、特に好ましくは０．１～２０％であることをいう。
【００８９】

【数２】

【００９０】
　第１の金属酸化物粒子（特に、酸性コロイダルシリカ）と第２の金属酸化物粒子とは、
イオン性をアニオンにそろえた状態（すなわち、電荷が同符号）にすることが好ましい。
例えば、屈折率層を形成する際において、同時重層塗布する場合には、イオン性が同じで
あると界面において凝集物の生成を防止し、良好なヘイズが得られうる。イオン性をそろ
える手段としては、例えば、低屈折率層に酸性コロイダルシリカ（アニオン）、高屈折率
層に酸化チタン（カチオン）を用いた場合に、酸化チタンを含ケイ素の水和酸化物で処理
（被覆）してアニオン化する方法が挙げられる。酸化チタンを被覆することにより、酸化
チタンの光触媒反応を抑制または防止することができ、より耐候性に優れた赤外遮蔽フィ
ルムが得られうる。
【００９１】
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　＜赤外遮蔽フィルムの製造方法＞
　本発明の赤外遮蔽フィルムの製造方法について特に制限はなく、基材上に、低屈折率層
および高屈折率層を含む赤外反射層を形成することができるものであれば、いかなる方法
でも用いられうる。
【００９２】
　本発明の一形態によれば、水溶性高分子、酸性コロイダルシリカ、およびカチオン性凝
集剤を含む塗布液を塗布、乾燥して、少なくとも１つの前記低屈折率層および／または前
記高屈折率層を形成する工程を含む、赤外遮蔽フィルムの製造方法が提供される。この際
、前記塗布液が、前記酸性コロイダルシリカの固形分に対して０．１～５質量％の前記カ
チオン性凝集剤を含むことを特徴とする。
【００９３】
　本発明の一実施形態において、前記製造方法は、低屈折率層用塗布液および高屈折率層
用塗布液を調製する工程（１）と、前記工程（１）で調製した低屈折率層用塗布液および
高屈折率層用塗布液を用いて、基材上に赤外反射層を形成する工程（２）とを含む。
【００９４】
　以下、各工程について説明する。
【００９５】
　［工程（１）］
　工程（１）は低屈折率層用塗布液および高屈折率層用塗布液を調製する工程である。
【００９６】
　上述のように、形成される低屈折率層および高屈折率層が低屈折率層であるか高屈折率
層であるかは、隣接する屈折率層との関係で定まる相対的なものであるため、ここでは代
表的な低屈折率層用塗布液および高屈折率層用塗布液の構成について説明する。
【００９７】
　（低屈折率層用塗布液）
　低屈折率層用塗布液は、水溶性高分子、第１の金属酸化物粒子、カチオン性凝集剤、お
よび溶媒を含む。その他、必要に応じて、硬化材等の添加剤を含んでいてもよい。この際
、前記第１の金属酸化物粒子としては、少なくとも酸性コロイダルシリカを用いる。
【００９８】
　低屈折率層用塗布液中に含有される固形分の濃度は０．１～１０質量％であることが好
ましく、０．１～５質量％であることがより好ましい。上記範囲であると、固形分が低い
ことから塗布液中の固形分が均一となり、得られる塗膜の膜厚がより均一となりうること
から好ましい。
【００９９】
　また、低屈折率層用塗布液は、負電荷を有することが好ましく、ゼータ電位が－３～－
７０ｍＶであることが好ましく、－５～－３０ｍＶであることがより好ましい。低屈折率
層用塗布液を負電荷とすることで、後述する高屈折率層用塗布液に含有されうる第２の金
属酸化物粒子（特に、酸化チタン）をアニオン化（好ましくは、含ケイ素の水和酸化物に
よる処理）したものを好適に使用することができることから好ましい。これにより、赤外
遮蔽フィルムが高い赤外遮蔽効果および耐候性を有しうる。なお、低屈折率層用塗布液の
電荷は、酸性コロイダルシリカの表面電荷に基づく。本明細書において、「低屈折率層用
塗布液のゼータ電位」は、ゼータサイザーＺＳ（マルバーン社）により測定した値を採用
するものとする。
【０１００】
　水溶性高分子
　水溶性高分子としては、上述したものと同様のものが用いられうることから、ここでは
説明を省略する。
【０１０１】
　低屈折率層用塗布液中の水溶性高分子の濃度は、０．５～１０質量％であることが好ま
しい。
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【０１０２】
　第１の金属酸化物粒子
　第１の金属酸化物粒子としては、上述したものと同様のものが用いられうることから、
ここでは説明を省略する。この際、前記第１の金属酸化物粒子は、酸性コロイダルシリカ
であるが、必要に応じて上述したその他の第１の金属酸化物粒子をさらに含んでいてもよ
い。
【０１０３】
　低屈折率層用塗布液中の第１の金属酸化物粒子の濃度は、１～５０質量％であることが
好ましい。
【０１０４】
　カチオン性凝集剤
　カチオン性凝集剤としては、上述したものと同様のものが用いられうることから、ここ
では説明を省略する。
【０１０５】
　溶媒
　溶媒としては、水、有機溶媒、またはこれらの混合溶媒が用いられうる。
【０１０６】
　前記有機溶媒としては、例えば、メタノール、エタノール、２－プロパノール、１－ブ
タノールなどのアルコール類、酢酸エチル、酢酸ブチル、プロピレングリコールモノメチ
ルエーテルアセテート、プロピレングリコールモノエチルエーテルアセテートなどのエス
テル類、ジエチルエーテル、プロピレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコ
ールモノエチルエーテルなどのエーテル類、ジメチルホルムアミド、Ｎ－メチルピロリド
ンなどのアミド類、アセトン、メチルエチルケトン、アセチルアセトン、シクロヘキサノ
ンなどのケトン類などが挙げられる。これら有機溶媒は、単独でもまたは２種以上を混合
して用いてもよい。
【０１０７】
　環境面、操作の簡便性などから、塗布液の溶媒としては、水、または水とメタノール、
エタノール、もしくは酢酸エチルとの混合溶媒を用いることが好ましく、水を用いること
がより好ましい。
【０１０８】
　添加剤
　添加剤としては、上述したものと同様のものが用いられうることから、ここでは説明を
省略する。
【０１０９】
　上述のように、本形態では、低屈折率層用塗布液中のカチオン性凝集剤の含有量（固形
分）が、酸性コロイダルシリカの固形分に対して、０．１～５質量％、より好ましくは０
．５～４．８質量％、さらに好ましくは１．０～４．６質量％であることに特徴を有する
。前記カチオン性凝集剤の含有量が、０．１質量％未満であると、酸性コロイダルシリカ
を好適に凝集することができず、得られる屈折率層のヘイズが大きくなる。一方、前記カ
チオン性凝集剤の含有量が５質量％超であると、ヘイズが大きくなり、良好な耐光性が得
られない。
【０１１０】
　また、カチオン性凝集剤の含有量を上記範囲にすることにより、酸性コロイダルシリカ
の表面電荷が負電荷を維持しうることから好ましい。すなわち、酸性コロイダルシリカが
負電荷から正電荷に反転しないため、過度の凝集を防止することができる。
【０１１１】
　さらに、カチオン性凝集剤の含有量を上記範囲にすることにより、驚くべきことに、低
屈折率層用塗布液の低温増粘性が著しく向上する。
【０１１２】
　赤外反射層は、上述のように、塗布法により形成される。この際、塗布後に得られた塗
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膜は、塗布中の溶媒（水分）等を蒸発させるために乾燥する必要がある。通常、前記乾燥
は、塗膜に所定の温度および風速で乾燥風を吹き付けることにより行うが、前記温度およ
び風速（例えば、温度５０℃以上、風速２０ｍ／ｓ以上の条件）によっては、形成された
膜が乱れることがある。そこで、塗膜を乾燥前に一度冷却し、塗膜の粘度を向上させる、
いわゆるセット工程を行うことが好ましい。当該セット工程を行うことにより、各層間お
よび各層内の物質の流動性が低下し、層間の混合を防止することで、塗膜均一性が向上し
た屈折率層が形成されうる。
【０１１３】
　従来の低屈折率層用塗布液においては低温増粘性が低いため、セットが完了するまでの
時間（セット時間）、すなわち、塗膜の表面に指を押し付けたときに指に塗膜成分が付着
しない状態となるまでの時間に長時間を要した。しかし、当該セット時間は、赤外遮蔽フ
ィルムの生産性に直接影響を及ぼしうるものである。
【０１１４】
　本形態に係る低屈折率層によれば、低温増粘性が極めて高く、セット時間が著しく短縮
するため、生産性が向上しうる。本形態に係る１５℃における粘度は、２０００～１２０
００ｍＰａ・ｓであることが好ましく、２０００～６０００ｍＰａ／ｓであることがより
好ましい。なお、本明細書において、粘度は実施例に記載された方法で測定された値を採
用するものとする。
【０１１５】
　なお、従来では、上述の凝集剤は、分散液中に存在する表面電荷がアニオンである粒子
をカチオンに反転させて凝集させ、得られた凝集物を再分散させるために使用されるもの
である。当該凝集剤の使用方法によれば、凝集物の粒径（二次粒径）は大きいものであり
、凝集物の表面電荷はカチオンとなる。その結果、形成される低屈折率層は、ヘイズが大
きく不均一な膜となり、得られる赤外遮蔽フィルムの耐候性も低下しうる。このような従
来の凝集剤の使用方法と対比すれば、上述のような凝集剤の使用は全く新しいものである
ことが理解されうる。
【０１１６】
　低屈折率層用塗布液の調製方法
　低屈折率層用塗布液の調製方法は、特に制限されない。例えば、一実施形態において、
前記低屈折率層用塗布液の調製方法は、第１の金属酸化物粒子を溶媒中に溶解または分散
させる工程と、分散液を撹拌しながらカチオン性凝集剤を添加する工程と、水溶性高分子
を撹拌しながら添加する工程を含む。
【０１１７】
　上記のカチオン性凝集剤を添加する工程において、前記分散液は、好ましくは５～６０
℃、より好ましくは３０～５０℃に加熱されることが好ましい。分散液が６０℃以下であ
ると、酸性コロイダルシリカ間の融着を防止し、異物の発生を防止できることから好まし
い。また、分散液の５℃以上であると、カチオン性凝集剤の添加時における過度の粘度上
昇を防止できることから好ましい。
【０１１８】
　また、前記分散液のｐＨは、１～７未満であることが好ましく、２～５であることがよ
り好ましい。低屈折率層用塗布液のｐＨが７未満であると、酸性コロイダルシリカのｐＨ
ショックに起因する凝集を防止できることから好ましい。一方、分散液のｐＨが１以上で
あると、コロイダルシリカの溶解を防止できることから好ましい。
【０１１９】
　（高屈折率層用塗布液）
　高屈折率層用塗布液は、水溶性高分子、第２の金属酸化物粒子、および溶媒を含む。そ
の他、必要に応じて、硬化材等の添加剤を含んでいてもよい。
【０１２０】
　前記水溶性高分子、前記第２の金属酸化物粒子、前記溶媒、前記添加剤としては、上述
したものと同様のものが用いられうることから、ここでは説明を省略する。
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【０１２１】
　高屈折率層用塗布液中の水溶性高分子の濃度は、０．５～１０質量％であることが好ま
しい。
【０１２２】
　また、高屈折率層用塗布液中の第２の金属酸化物粒子の濃度は、１～５０質量％である
ことが好ましい。
【０１２３】
　高屈折率層用塗布液中に含有される固形分の濃度は０．１～１０質量％であることが好
ましく、０．１～５質量％であることがより好ましい。上記範囲であると、固形分が低い
ことから塗布液中の固形分が均一となり、得られる塗膜の膜厚がより均一となりうること
から好ましい。
【０１２４】
　高屈折率層用塗布液の調製方法
　高屈折率層用塗布液の調製方法は、特に制限されず、例えば、水溶性高分子、第２の金
属酸化物粒子、必要に応じて添加されるその他の添加剤を溶媒に添加し、撹拌混合する方
法が挙げられる。この際、各成分の添加順も特に制限されず、撹拌しながら各成分を順次
添加し混合してもよいし、撹拌しながら一度に添加し混合してもよい。必要に応じて、さ
らに溶媒を用いて、適当な粘度に調整される。
【０１２５】
　なお、第２金属酸化物粒子を添加する場合には、別途、予め第２の金属酸化物粒子の分
散液を調製し、これを添加する方法が好ましい。例えば、体積平均粒径が１００ｎｍ以下
のルチル型の酸化チタン、好ましくは含ケイ素の水和酸化物で被覆された酸化チタン粒子
の分散液を添加して高屈折率層用塗布液を調製することが好ましい。
【０１２６】
　工程（２）
　工程（２）は、上述の工程（１）で調製した低屈折率層用塗布液および高屈折率層用塗
布液を用いて、基材上に赤外反射層を形成する工程である。
【０１２７】
　具体的な赤外反射層の形成方法としては、特に制限されないが、基材上に、高屈折率層
用塗布液および低屈折率層用塗布液を塗布した後、乾燥する方法が挙げられる。
【０１２８】
　前記塗布方法としては、特に制限されないが、同時重層塗布であることが好ましい。
【０１２９】
　塗布方式としては、例えば、ロールコーティング法、ロッドバーコーティング法、エア
ナイフコーティング法、スプレーコーティング法、カーテン塗布方法、あるいは米国特許
第２，７６１，４１９号明細書、米国特許第２，７６１，７９１号明細書に記載のホッパ
ーを使用するスライドビード塗布方法、エクストルージョンコート法等が好ましく用いら
れる。
【０１３０】
　前記乾燥方法としては、特に制限されないが、温風乾燥、赤外乾燥、マイクロ波乾燥が
挙げられる。また、乾燥は、単一プロセスで行っても、多段プロセスで行ってもよいが、
多段プロセスで行うことが好ましい。
【０１３１】
　また、塗布後乾燥前に上述のセット工程を行うことが好ましい。この際、冷却方式とし
ては、形成された塗膜の均一性向上の観点から、水平セット方式で行うことが好ましい。
【０１３２】
　セット工程の温度は、１～１５℃であることが好ましく、１～１０℃であることがより
好ましい。
【０１３３】
　セット工程の風速は、５～６０ｍ／ｓであることが好ましく、５～２０ｍ／ｓであるこ
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とがより好ましい。
【０１３４】
　セット工程のセットゾーンは、５～３０ｍであることが好ましく、５～１５ｍであるこ
とがより好ましい。
【０１３５】
　セット工程の時間は、５分以内であることが好ましく、２分以内であることがより好ま
しい。
【０１３６】
　また、乾燥工程の温度は、１０～７０℃であることが好ましく、２０～６０℃であるこ
とがより好ましい。
【０１３７】
　乾燥工程の風速は、１０～４０ｍ／ｓであることが好ましく、１５～３０ｍ／ｓである
ことがより好ましい。
【０１３８】
　上述のセット工程および乾燥工程の条件は、赤外遮蔽フィルムの生産性等を考慮して、
適宜設定することができる。
【０１３９】
　＜赤外遮蔽体＞
　本発明により提供される赤外遮蔽フィルムは、幅広い分野に応用することができる。例
えば、建物の屋外の窓や自動車窓等長期間太陽光に晒らされる設備に貼り合せ、赤外反射
効果を付与する赤外遮蔽フィルム等の窓貼用フィルム、農業用ビニールハウス用フィルム
等として、主として耐候性を高める目的で用いられる。
【０１４０】
　特に、本発明に係る赤外遮蔽フィルムが直接または接着剤を介してガラスまたはガラス
代替の樹脂などの基体に貼合されている部材には、赤外遮蔽フィルムは好適に適用されう
る。
【０１４１】
　すなわち、本発明のさらに他の形態によれば、本発明に係る赤外遮蔽フィルムを、基体
の少なくとも一方の面に設けた、赤外反射体をも提供する。
【０１４２】
　前記基体の具体的な例としては、例えば、ガラス、ポリカーボネート樹脂、ポリスルホ
ン樹脂、アクリル樹脂、ポリオレフィン樹脂、ポリエーテル樹脂、ポリエステル樹脂、ポ
リアミド樹脂、ポリスルフィド樹脂、不飽和ポリエステル樹脂、エポキシ樹脂、メラミン
樹脂、フェノール樹脂、ジアリルフタレート樹脂、ポリイミド樹脂、ウレタン樹脂、ポリ
酢酸ビニル樹脂、ポリビニルアルコール樹脂、スチレン樹脂、塩化ビニル樹脂、金属板、
セラミック等が挙げられる。樹脂の種類は、熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂、電離放射線硬
化性樹脂のいずれでも良く、これらを２種以上組み合わせて用いても良い。本発明で使用
されうる基体は、押出成形、カレンダー成形、射出成形、中空成形、圧縮成形等、公知の
方法で製造することができる。基体の膜厚は特に制限されないが、通常０．１ｍｍ～５ｃ
ｍである。
【０１４３】
　赤外遮蔽フィルムと基体とを貼り合わせる接着層または粘着層は、赤外遮蔽フィルムを
日光（熱線）入射面側に設置することが好ましい。また、本発明に係る赤外遮蔽フィルム
を、窓ガラスと基体との間に挟持すると、水分等の周囲のガスから封止でき耐久性に優れ
るため好ましい。本発明に係る赤外遮蔽フィルムを屋外や車の外側（外貼り用）に設置し
ても環境耐久性があって好ましい。
【０１４４】
　本発明に適用可能な接着剤としては、光硬化性もしくは熱硬化性の樹脂を主成分とする
接着剤を用いることができる。
【０１４５】
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　接着剤は紫外線に対して耐久性を有するものが好ましく、アクリル系粘着剤またはシリ
コーン系粘着剤が好ましい。さらに粘着特性やコストの観点から、アクリル系粘着剤が好
ましい。特に剥離強さの制御が容易なことから、アクリル系粘着剤において、溶剤系が好
ましい。アクリル溶剤系粘着剤として溶液重合ポリマーを使用する場合、そのモノマーと
しては公知のものを使用できる。
【０１４６】
　また、合わせガラスの中間層として用いられるポリビニルブチラール系樹脂、あるいは
エチレン－酢酸ビニル共重合体系樹脂を用いてもよい。具体的には可塑性ポリビニルブチ
ラール（積水化学工業社製、三菱モンサント社製等）、エチレン－酢酸ビニル共重合体（
デュポン社製、武田薬品工業社製、デュラミン）、変性エチレン－酢酸ビニル共重合体（
東ソー社製、メルセンＧ）等である。なお、接着層には紫外線吸収剤、抗酸化剤、帯電防
止剤、熱安定剤、滑剤、充填剤、着色、接着調整剤等を適宜添加配合してもよい。
【０１４７】
　赤外反射フィルムまたは赤外反射体の断熱性能、日射熱遮へい性能は、一般的にＪＩＳ
　Ｒ　３２０９：１９９８（複層ガラス）、ＪＩＳ　Ｒ　３１０６：１９９８（板ガラス
類の透過率・反射率・放射率・日射熱取得率の試験方法）、ＪＩＳ　Ｒ　３１０７：１９
９８（板ガラス類の熱抵抗および建築における熱貫流率の算定方法）に準拠した方法によ
り求めることができる。
【０１４８】
　日射透過率、日射反射率、放射率、可視光透過率の測定は、（１）波長（３００～２５
００ｎｍ）の分光測光器を用い、各種単板ガラスの分光透過率、分光反射率を測定する。
また、波長５．５～５０μｍの分光測定器を用いて放射率を測定する。なお、フロート板
ガラス、磨き板ガラス、型板ガラス、熱線吸収板ガラスの放射率は既定値を用いる。（２
）日射透過率、日射反射率、日射吸収率、修正放射率の算出は、ＪＩＳ　Ｒ　３１０６－
１９９８に従い、日射透過率、日射反射率、日射吸収率、垂直放射率を算出する。修正放
射率に関しては、ＪＩＳ　Ｒ　３１０７－１９９８に示されている係数を、垂直放射率に
乗ずることにより求める。断熱性、日射熱遮蔽性の算出は、（１）厚さの測定値、修正放
射率を用いＪＩＳ　Ｒ　３２０９－１９９８に従って複層ガラスの熱抵抗を算出する。た
だし中空層が２ｍｍを超える場合はＪＩＳ　Ｒ　３１０７－１９９８に従って中空層の気
体熱コンダクタンスを求める。（２）断熱性は、複層ガラスの熱抵抗に熱伝達抵抗を加え
て熱貫流抵抗で求める。（３）日射熱遮蔽性はＪＩＳ　Ｒ　３１０６－１９９８により日
射熱取得率を求め、１から差し引いて算出する。
【実施例】
【０１４９】
　以下、実施例を挙げて本発明を具体的に説明するが、本発明はこれらに限定されるもの
ではない。なお、実施例において「部」の表示を用いるが、特に断りがない限り「質量部
」を表す。
【０１５０】
　［赤外遮蔽フィルムの製造］
　（実施例１）
　工程（１）
　１．低屈折率層用塗布液の調製
　はじめに、カチオン性凝集剤含有溶液を調製した。具体的には、０．０４５６重量部の
３－アミノプロピルトリエトキシシランを、３部のクエン酸の１．９２質量％水溶液にゆ
っくりと添加し、ｐＨを３．４に調整した。そして、得られた溶液を１０分撹拌すること
で、カチオン性凝集剤含有溶液（３－アミノプロピルトリエトキシシラン：１．５質量％
）を調製した。
【０１５１】
　次に、低屈折率層用塗布液を調製した。
【０１５２】
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　具体的には、３８部の酸性コロイダルシリカの１０質量％水溶液（スノーテックスＯＸ
Ｓ、一次粒径：５．４ｎｍ、日産化学工業株式会社製）と、０．７５部の上記で調製した
カチオン性凝集剤含有溶液と、５部の溶媒である水と、３９部の水溶性高分子であるポリ
ビニルアルコールの６質量％水溶液（ＪＰ－４５、重合度４５００、鹸化度８８ｍｏｌ％
、日本酢ビ・ポバール製）と、１部の界面活性剤の５質量％水溶液（ソフタゾリンＬＳＢ
－Ｒ、川研ファインケミカル社製）と、を４５℃でこの順に添加し、低屈折率層用塗布液
を調製した。
【０１５３】
　なお、調製した低屈折率層用塗布液において、カチオン性凝集剤の酸性コロイダルシリ
カの固形分に対する含有量は、０．３質量％である。また、低屈折率層用塗布液中に含ま
れる酸性コロイダルシリカのゼータ電位および塗布液における粒径を、ゼータサイザーＺ
Ｓ（マルバーン社製）を用いて測定したところ、ゼータ電位は－１１．５ｍＶであり、塗
布液における粒径は３４ｎｍであった。
【０１５４】
　２．高屈折率層用塗布液の調製
　はじめに、ルチル型酸化チタンを含有する酸化チタンゾル分散液を調製した。
【０１５５】
　硫酸チタン水溶液を、公知の手法に従い熱加水分解を行い、硫酸チタン水和物を得た。
得られた酸化チタン水和物を水に懸濁させて、酸化チタン水性懸濁液（ＴｉＯ２濃度：１
００ｇ／Ｌ）を調製した。１０Ｌの前記酸化チタン水性懸濁液に、３０Ｌの水酸化ナトリ
ウム水溶液（１０ｍｏｌ／Ｌ）を撹拌下で添加した。得られた混合液を９０℃で５時間熟
成させて、塩基処理チタン化合物を得た。得られた塩基処理チタン化合物を含む溶液を、
塩酸で中和、濾過した後、水洗して洗浄した。
【０１５６】
　前記塩基処理チタン化合物を、ＴｉＯ２濃度が２０ｇ／Ｌとなるように純水に懸濁した
。得られた懸濁液に、撹拌下で、ＴｉＯ２の質量に対し、０．４ｍｏｌ％となるようにク
エン酸を加えた。得られた混合液を、９５℃まで昇温し、塩酸濃度が３０ｇ／Ｌとなるよ
うに、濃塩酸を添加し、３時間撹拌することで、ルチル型酸化チタンを含む２０質量％の
酸化チタンゾル水系分散液を調製した。この際、前記酸化チタンゾル水系分散液のｐＨを
ＰＨメーターＨＭ－２５Ｒ（東亜ディーケーケー社製）で測定したところ、１．４であっ
た。また、ゼータ電位をゼータサイザーＺＳ（マルバーン社）で測定したところ、＋４０
ｍＶであった。さらに、体積平均粒径および単分散度をゼータサイザーナノ（マルバーン
社製）で測定したところ、それぞれ３５ｎｍおよび１６％であった。
【０１５７】
　上記酸化チタンゾル水系分散液１ｋｇに純水１ｋｇを添加して、１０質量％の酸化チタ
ン水系分散液を調製した。
【０１５８】
　次に、ケイ酸水溶液を調製した。より詳細には、ＳｉＯ２が２．０質量％のケイ酸水溶
液を調製した。
【０１５９】
　上記で調製した酸化チタンゾル水系分散液およびケイ酸水溶液を用いて、酸化チタンゾ
ル水系分散液中のルチル型酸化チタンをシリカ変性した。
【０１６０】
　酸化チタンゾル水系分散液０．５ｋｇに、純水２ｋｇを加えた後、９０℃に加熱した。
その後、ケイ酸水溶液１．３ｋｇを徐々に添加した。得られた混合液をオートクレーブ中
、１７５℃で１８時間加熱処理した。最後に得られた溶液を濃縮することで、ＳｉＯ２で
被覆されたルチル型酸化チタン（シリカ変性ルチル型酸化チタン）を含む、２０質量％の
シリカ変性酸化チタンゾル水系散液を得た。
【０１６１】
　上記で調製したシリカ変性酸化チタンゾル水系散液を用いて、高屈折率層用塗布液を調
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製した。
【０１６２】
　具体的には、３２０部のシリカ変性酸化チタンゾル水系散液と、１２０部のクエン酸の
１．９２質量％水溶液と、２０部の水溶性高分子であるポリビニルアルコールの１０質量
％水溶液（ＰＶＡ１０３、重合度３００、鹸化度９９ｍｏｌ％、株式会社クラレ社製）と
、１００部のホウ酸の３質量％水溶液と、３５０部の水溶性高分子であるポリビニルアル
コールの４質量％水溶液（ＰＶＡ－１２４、重合度２４００、鹸化度８８ｍｏｌ％、株式
会社クラレ製）と、１部の界面活性剤の５質量％水溶液（ソフタゾリンＬＳＢ－Ｒ、川研
ファインケミカル社製）と、を４５℃でこの順に添加し、純水で１０００部に仕上げるこ
とで、高屈折率層用塗布液を調製した。
【０１６３】
　工程（２）
　３．赤外反射層の形成
　基材として、厚さ５０μｍのポリエチレンテレフタレートフィルム（東洋紡製Ａ４３０
０：両面易接着層、長さ２００ｍ×幅２１０ｍｍ）を用いた。
【０１６４】
　９層重層塗布可能なスライドホッパー塗布装置を用い、工程（１）で調製した低屈折率
層用塗布液および高屈折率層用塗布液を４５℃に保温しながら、４５℃に加温した基材上
に、最下層と最上層は低屈折率層とし、それ以外は低屈折率層および高屈折率層がそれぞ
れ交互となるように計９層の同時重層塗布を行った。この際、塗布速度は１００ｍ／ｍｉ
ｎで行った。
【０１６５】
　塗布直後、５℃の冷風を１０ｍ／ｓの風速で吹き付けてセットさせた。この際、セット
ゾーンは１０ｍであった。このとき、表面を指で触れても指に何もつかなくなるまでの時
間（セット時間）は５分であった。
【０１６６】
　セット完了後、５０℃の温風を２０ｍ／ｓの風速で吹き付けて乾燥させて、９層からな
る赤外反射層を形成した。この際、セットゾーンは１０ｍであった。
【０１６７】
　なお、赤外反射層の乾燥時の膜厚は、低屈折率層が各層１５０ｎｍであり、高屈折率層
が各層１３０ｎｍであった。この際、層間の混合領域（混合層）の確認および膜厚の測定
（確認）は、赤外反射層を切断し、切断面をＸＰＳ表面分析装置で屈折率層中の成分（高
屈折率層：ＴｉＯ２、低屈折率層：ＳｉＯ２）の存在量を測定することで行った。
【０１６８】
　上記と同様の条件で、基材の裏面（上記で形成された赤外反射層を有する基材の面とは
反対側の面）に９層重層塗布を行い、赤外反射層を形成した。
【０１６９】
　４．ハードコート層の形成
　上記で形成した２つの赤外反射層の最表層（低屈折率層）上にハードコート層を形成し
た。
【０１７０】
　はじめに、ハードコート層用塗布液を調製した。具体的には、７３部のペンタエリスリ
トールトリ／テトラアクリレート（ＮＫエステルＡ－ＴＭＭ－３、新中村化学工業株式会
社製）と、５部の１－ヒドロキシシクロヘキシルフェニルケトン（イルガキュア１８４、
チバ・ジャパン株式会社製）と、１部のシリコーン系界面活性剤（ＫＦ－３５１Ａ、信越
化学工業株式会社製）と、１０部のプロピレングリコールモノメチルエーテルと、７０部
の酢酸メチルと、７０部のメチルエチルケトンと、を混合した。次いで、得られた混合液
を孔径０．４μｍのポリプロピレン製フィルターで濾過することにより、ハードコート層
用塗布液を調製した。
【０１７１】
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　調製したハードコート層用塗布液を、マイクログラビアコーターを用いて赤外反射層の
最表層上に塗布し、恒率乾燥区間温度５０℃、減率乾燥区間温度７０℃の条件で乾燥を行
った。次いで、酸素濃度が１．０体積％以下の雰囲気になるように窒素パージしながら、
紫外線ランプを用いて形成された塗膜を硬化し、乾燥膜厚３μｍのハードコート層（ＨＣ
層）を形成した。この際、前記紫外線ランプの照射条件は、照射部の照度が１００ｍＷ／
ｃｍ２であり、照射量が０．２Ｊ／ｃｍ２であった。
【０１７２】
　以上のように製造された赤外遮蔽フィルムは、ハードコート層－赤外反射層－基材－赤
外反射層－ハードコート層の構成を有する。
【０１７３】
　（実施例２）
　カチオン性凝集剤含有溶液の添加量を３部に変更したことを除いては、実施例１と同様
の方法で赤外遮蔽フィルムを製造した。
【０１７４】
　なお、調製した低屈折率層用塗布液において、カチオン性凝集剤の酸性コロイダルシリ
カの固形分に対する含有量は、１．２質量％である。また、実施例１と同様の方法により
、低屈折率層用塗布液中に含まれる酸性コロイダルシリカのゼータ電位および塗布液にお
ける粒径を測定したところ、ゼータ電位は－１１．５ｍＶであり、塗布液における粒径は
４５ｎｍであった。
【０１７５】
　（実施例３）
　カチオン性凝集剤含有溶液中の３－アミノプロピルトリエトキシシランの添加量を６．
７５部に変更したことを除いては、実施例１と同様の方法で赤外遮蔽フィルムを製造した
。
【０１７６】
　なお、調製した低屈折率層用塗布液において、カチオン性凝集剤の酸性コロイダルシリ
カの固形分に対する含有量は、２．７質量％である。また、実施例１と同様の方法により
、低屈折率層用塗布液中に含まれる酸性コロイダルシリカのゼータ電位および塗布液にお
ける粒径を測定したところ、ゼータ電位は－１１．５ｍＶであり、塗布液における粒径は
６０ｎｍであった。
【０１７７】
　（実施例４）
　カチオン性凝集剤含有溶液中の３－アミノプロピルトリエトキシシランの添加量を１１
．５部に変更したことを除いては、実施例１と同様の方法で赤外遮蔽フィルムを製造した
。
【０１７８】
　なお、調製した低屈折率層用塗布液において、カチオン性凝集剤の酸性コロイダルシリ
カの固形分に対する含有量は、４．６質量％である。また、実施例１と同様の方法により
、低屈折率層用塗布液中に含まれる酸性コロイダルシリカのゼータ電位および塗布液にお
ける粒径を測定したところ、ゼータ電位は－９．０ｍＶであり、塗布液における粒径は７
５ｎｍであった。
【０１７９】
　（実施例５）
　スノーテックスＯＸＳを、１９部のスノーテックスＯ（一次粒径：１６ｎｍ、日産化学
工業株式会社製）を１９部の水に添加した溶液に変更したことを除いては、実施例２と同
様の方法で赤外遮蔽フィルムを製造した。
【０１８０】
　なお、調製した低屈折率層用塗布液において、カチオン性凝集剤の酸性コロイダルシリ
カの固形分に対する含有量は、１．２質量％である。また、実施例１と同様の方法により
、低屈折率層用塗布液中に含まれる酸性コロイダルシリカのゼータ電位および塗布液にお
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ける粒径を測定したところ、ゼータ電位は－１１．５ｍＶであり、塗布液における粒径は
７５ｎｍであった。
【０１８１】
　（実施例６）
　カチオン性凝集剤含有溶液の３－アミノプロピルトリエトキシシランを、０．０４５６
部のＰＡＣ(ポリ塩化アルミニウム）に変更したことを除いては、実施例２と同様の方法
で赤外遮蔽フィルムを製造した。
【０１８２】
　なお、調製した低屈折率層用塗布液において、カチオン性凝集剤の酸性コロイダルシリ
カの固形分に対する含有量は、１．２質量％である。また、実施例１と同様の方法により
、低屈折率層用塗布液中に含まれる酸性コロイダルシリカのゼータ電位および塗布液にお
ける粒径を測定したところ、ゼータ電位は－１１．５ｍＶであり、塗布液における粒径は
４８ｎｍであった。
【０１８３】
　（実施例７）
　カチオン性凝集剤含有溶液の３－アミノプロピルトリエトキシシランを、０．０４５６
部の硫酸バンド変更したことを除いては、実施例２と同様の方法で赤外遮蔽フィルムを製
造した。
【０１８４】
　なお、調製した低屈折率層用塗布液において、カチオン性凝集剤の酸性コロイダルシリ
カの固形分に対する含有量は、１．２質量％である。また、実施例１と同様の方法により
、低屈折率層用塗布液中に含まれる酸性コロイダルシリカのゼータ電位および塗布液にお
ける粒径を測定したところ、ゼータ電位は－１１．５ｍＶであり、塗布液における粒径は
４９ｎｍであった。
【０１８５】
　（実施例８）
　カチオン性凝集剤含有溶液を、０．０４５６部のポリ（ジアリルジメチルアンモニウム
クロライド）（ポリＤＡＤＭＡＣ、ユニセンスＦＰＡ１００Ｌ、センカ株式会社製)を３
部の純水にゆっくりと添加した溶液に変更したことを除いては、実施例２と同様の方法で
赤外遮蔽フィルムを製造した。
【０１８６】
　なお、調製した低屈折率層用塗布液において、カチオン性凝集剤の酸性コロイダルシリ
カの固形分に対する含有量は、１．２質量％である。また、実施例１と同様の方法により
、低屈折率層用塗布液中に含まれる酸性コロイダルシリカのゼータ電位および塗布液にお
ける粒径を測定したところ、ゼータ電位は－１１．５ｍＶであり、塗布液における粒径は
４６ｎｍであった。
【０１８７】
　（比較例１）
　カチオン性凝集剤含有溶液を低屈折率層用塗布液に添加しなしなかったことを除いては
、実施例１と同様の方法で赤外遮蔽フィルムを製造した。
【０１８８】
　なお、実施例１と同様の方法により、低屈折率層用塗布液中に含まれる酸性コロイダル
シリカのゼータ電位および塗布液における粒径を測定したところ、ゼータ電位は－１１．
５ｍＶであり、塗布液における粒径は１６ｎｍであった。
【０１８９】
　（比較例２）
　低屈折率層用塗布液に、カチオン性凝集剤含有溶液に代えて、３部の３％ホウ酸溶液を
添加したことを除いては、実施例１と同様の方法で赤外遮蔽フィルムを製造した。
【０１９０】
　なお、実施例１と同様の方法により、低屈折率層用塗布液中に含まれる酸性コロイダル
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シリカのゼータ電位および塗布液における粒径を測定したところ、ゼータ電位は－１１．
５ｍＶであり、塗布液における粒径は１６ｎｍであった。
【０１９１】
　（比較例３）
　低屈折率層用塗布液に添加するカチオン性凝集剤含有溶液を、０．２部に変更したこと
を除いては、実施例２と同様の方法で赤外遮蔽フィルムを製造した。
【０１９２】
　なお、調製した低屈折率層用塗布液において、カチオン性凝集剤の酸性コロイダルシリ
カの固形分に対する含有量は、０．０８質量％である。また、実施例１と同様の方法によ
り、低屈折率層用塗布液中に含まれる酸性コロイダルシリカのゼータ電位および塗布液に
おける粒径を測定したところ、ゼータ電位は－１１．５ｍＶであり、塗布液における粒径
は１６ｎｍであった。
【０１９３】
　（比較例４）
　低屈折率層用塗布液に添加するカチオン性凝集剤含有溶液を、１８部に変更したことを
除いては、実施例２と同様の方法で赤外遮蔽フィルムを製造した。
【０１９４】
　なお、調製した低屈折率層用塗布液において、カチオン性凝集剤の酸性コロイダルシリ
カの固形分に対する含有量は、６質量％である。また、実施例１と同様の方法により、低
屈折率層用塗布液中に含まれる酸性コロイダルシリカのゼータ電位および塗布液における
粒径を測定したところ、ゼータ電位は８．９ｍＶであり、塗布液における粒径は８７９ｎ
ｍであった。
【０１９５】
　（比較例５）
　スノーテックスＯＸＳを、１９部のスノーテックスＯＬ（一次粒径：４６ｎｍ、日産化
学工業株式会社製）を１９部の水に添加した溶液に変更したことを除いては、実施例２と
同様の方法で赤外遮蔽フィルムを製造した。
【０１９６】
　なお、調製した低屈折率層用塗布液において、カチオン性凝集剤の酸性コロイダルシリ
カの固形分に対する含有量は、１．２質量％である。また、実施例１と同様の方法により
、低屈折率層用塗布液中に含まれる酸性コロイダルシリカのゼータ電位および塗布液にお
ける粒径を測定したところ、ゼータ電位は６．４ｍＶであり、塗布液における粒径は３２
０ｎｍであった。
【０１９７】
　［低屈折率層用塗布液の評価］
　実施例１～６および比較例１～４で使用した塗布液の評価を行った。
【０１９８】
　（低温粘度）
　４５℃で撹拌保持した低屈折率層用塗布液を２０ｍＬサンプル瓶に入れた後、１５℃の
冷温バスに浸漬した。１０分後の低屈折率層用塗布液の粘度をＢ型粘度計で測定した。
【０１９９】
　得られた結果を下記表１に示す。
【０２００】
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【表１】

【０２０１】
　表１の結果から、実施例１～８の屈折率層用塗布液は、ゼータ電位がアニオンに保持さ
れており、また、塗布液の粒径の値から、酸性コロイダルシリカが凝集していることが分
かる。そして、これらの塗布液は、低温増粘性が顕著に高いことが分かった。
【０２０２】
　一方、比較例１～３の結果から、カチオン性凝集剤を添加しない場合、または添加して
も少量である場合には、低温増粘性は低かった。
【０２０３】
　また、比較例４および５の結果から、カチオン性凝集剤を多量に添加した場合には、酸
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性コロイダルシリカのゼータ電位がカチオンに反転し、また、粒径の値も大きいものであ
ることが分かる。そして、これらの塗布液は、低温増粘性が低かった。
【０２０４】
　［赤外遮蔽フィルムの性能評価］
　実施例１～６および比較例１～４で製造した赤外遮蔽フィルムの性能評価を行った。
【０２０５】
　（ヘイズ）
　ヘイズメーター（ＮＤＨ２０００、日本電色工業株式会社製）により、各赤外遮蔽フィ
ルムのヘイズを測定した。
【０２０６】
　（近赤外透過率）
　分光光度計（積分球使用、株式会社日立製作所製、Ｕ－４０００型）を用い、各赤外遮
蔽フィルムの３００ｎｍ～２０００ｎｍの領域における透過率を測定した。赤外透過率と
しては１２００ｎｍにおける透過率の値を用いた。
【０２０７】
　（フィルム品質）
　各赤外遮蔽フィルムを目視で観察し、下記基準に従って評価した。
【０２０８】
　◎：干渉ムラがまったくない
　○：一部にわずかな干渉ムラがある
　×：全体に一見して明らかな干渉ムラがある。
【０２０９】
　（過酷試験における色調変化）
　耐候性試験機Ｍ６Ｒ（スガ試験機社製）を用いて、初期および２００時間後における色
調を対比して、その差を算出した。この際、ランプとしてはメタルハライドランプを使用
し、ＢＰ温度６３℃、相対湿度（ＲＨ）５０％の条件で測定した。
【０２１０】
　上述の評価結果を下記表２に示す。
【０２１１】
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【表２】

【０２１２】
　表２の結果から、実施例１～８の赤外遮蔽フィルムは、酸性コロイダルシリカの固形分
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に対するカチオン性凝集剤の含有量が０．１～５質量％であると、赤外反射効果に優れ、
かつ、耐候性に優れることが分かる。
【０２１３】
　また、低屈折率層用塗布液の低温増粘性と、赤外透過率との関係から、低温増粘性が高
いほど赤外透過率が低いことが分かる。
【０２１４】
　さらに、例えば、同程度の低温増粘性を有する実施例５および６の対比から、酸性コロ
イダルシリカの二次粒径が相対的に小さいと、よりヘイズが小さくなることが分かる。
【０２１５】
　一方、比較例１～４の赤外遮蔽フィルムは、実施例１～８の赤外遮蔽フィルムと対比す
ると、いずれも赤外反射効果および耐候性は劣っていた。
【０２１６】
　特に、比較例４および５は、凝集により二次粒径が非常に大きくなったため、ヘイズが
著しく高値となっていた。なお、比較例４は、ヘイズが大きすぎたために測定することが
できなかったものである。
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